
☆ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *☆  

       ニ ッ セイメー ル配信サ ービス（ メルマガ ）  

                 

   【 メルマガ 内容】  

      ＤＢ 基金（  ）   Ｄ Ｂ規約（  ）   ＤＣ   （  ）    

厚年基金 （  ）   会計基 準（  ）   その 他  （〇 ）  

 

     【タ イトル 】 第 2 5 回社会保障審 議会年金 部会の開 催につい て  

☆ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *☆  

 

平素より 当社社業 につき格 別のご高 配を賜り、厚く御 礼 申しあげ ます。 

 

第 2 1 7 回通常国会 に て成立 した「 社会 経済の変 化を踏ま えた年金 制度

の機能強 化のため の国民年 金法等の 一部を改 正する等 の法律 」( * )につ

いて、 6 月 3 0 日開 催の 第 2 5 回社 会保 障審議会 年金部会 に おいて 報告

ならびに 今後の進 捗や議論 の在り方 に 関して 、各委員 との間で 意見交

換が行わ れ ました 。  

(厚生労 働省 H P  U R L )  

h t t p s : / / w w w. m h l w. g o . j p / s t f / s h i n g i 2 / n e n k i n _ 2 0 2 5 0 6 3 0 . h t m l  

 

各委員か らの主な 意見は 以 下のとお りです。  

 ( * )法改正 の概要 は 6 月 2 4 日のメルマガで配 信済です ので、今 回は  

各委員か らの主な 意見を以 下に列記 していま す 。  

 

・「被用者 保険 (厚生 年金、健 康保険 )の 適用拡大 」のう ち、企業規模 要  

件 (現行 5 0 名超 )の 完全撤廃 に「 1 0 年間」を要する こと、5 人以上個  

人事業所 で 改正法 施行時に 存在する 事業所は 適用除外 を選択で きる  

ことは、 当部会で の議論内 容を後退 させるも のであっ た。  

 (一方 で、事業 主 の保険料 及び事務 負担の増 加への配 慮も指摘 されて  

おり、両 者の並立 は容易で ないとこ ろ )  

・遺族 厚生年金 で は、夫と死 別した妻 ( 3 0 歳以上 )は無 期 給付から 5 年

間の有期 給付へ改 正となる。「配慮 が 必要な方 」は ( 5 年 を超えて ) 6 5

歳までの 給付継 続 が盛り込 まれて い るが、こ の認定 基 準の明確 化、

周知の強 化が望ま れる。   

 また、上記と併 せ て「死亡 分割 ( * )」も導入す るが、請 求 要件を盛 り  

込んだ点 は懸念。 周知不足 による「 請求漏れ 」が予想 される。  

 ( * )死亡者 本人の 厚生年金 加入実績 を基に、(死別 した )配偶者 の 6 5 歳  

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20250630.html


以降の年 金額に加 算する仕 組み  

・国民年 金の保険 料拠出期 間「 (現行 4 0 年から ) 4 5 年 」 への伸長 を、  

今回改正 の候補か ら早々に 除外した のは遺憾 であった 。  

・「 3 号被保険者 (会 社員世帯 の専業主 婦 )」の在り 方につ いての本 格的  

議論も棚 上げされ ている。被 用者保 険 の適用拡 大でいわ ゆる「 1 0 6 万  

円の壁」が 撤廃さ れ 厚生年金 第 2 号 被 保険者の 裾野が広 がるにせ よ 、 

「 3 号」の存置は、なお女性 の社会進 出阻害 (就業調 整等 )、男女格差  

を助長す る要因で あり続け ている。  

・「基礎年 金の底 上 げ (報酬 比例部 分と 基礎年金 部分のマ クロ経済 スラ  

イドによ る調整期 間の一致 )」に つい ては次回 財政検証 ( 2 0 2 9 年度 )  

の結果を 踏まえて 、という ことだが 、結果を 見てから 動くとい うの  

ではなく 、この間 に広く国 民への周 知や理解 を求める 努力が必 要 。  

 厚生年 金による 国民年金 の救済と いう誤っ た伝わり 方は最も 良くな  

い。追加 の国庫負 担の財源 確保も依 然として 課題。  

 また、 今回の被 用者保険 適用拡大 による効 果や、国 民年金の 「保険  

料 4 5 年拠出」へ向 けた検討 など、調 整 期間一致 ありきで はなく、出  

来る分析 や議論 を 継続する ことが肝 要。   

・公的年 金への理 解を深め るための 広宣活動 に厚労省 が注力し ている  

ことは分 かるが、 依然、若 い人への 訴求が弱 い。一方 的に彼ら に対  

して啓蒙 するだけ ではなく 、彼らの 意見に耳 を傾ける 構えも必 要。  

 賦課方 式の年金 は基本的 に「現役 世代⇒高 齢者等 (受 給者 )」 への仕  

送りとい う 構造が あるにせ よ、「高 齢 者間での 支え合い は出来な いの  

か？」と いう指摘 など 、一 考の余地 がある よ うに思う 。  

 

 

* * * * * * *メ ール配 信 サービス （年金Ｎ ＥＷＳ・ メルマガ ） * * * * * * * *  

運営：日 本生命保 険相互会 社  団体 年 金部  

 

 〒 1 0 0 - 8 2 8 8   東 京都千代 田区丸の 内 1 - 6 - 6 日本 生命丸 の内ビル  

     T E L    0 3 - 5 5 3 3 - 5 5 7 2   

   E - m a i l   k i k i n m a d o g u t i @ n i s s a y. c o . j p  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

日本 -年 基 - 2 0 2 5 0 6 - 1 7 0 - 0 1 2 0 - D  

 


